
特定非営利沼動法人やすらぎの里金蔵学校定款

第 1章  総  則
(名 称 )

第 1条 この法人は、特定非営利活動法人やすらぎの里金蔵学校としヽう。

(夢 務所 )

第2条 この法人は、主たる事務所を石lH県輪島市町野硼金蔵ワ部1乏う番地に置く。

第2章  目白匂及び妻業

(目  的 )

第3条 この去人|よ 奥能登の資源を考察し発展させt奥能登の真の魅力を広く発信する事業を行う。
また、事業を持続白引こ行うため、そこに暮らす人ノマの生酒の安定、食と農業と環境の重要l性を追求する
そして、将来のため、人ノマの交流を促進嵌 新しい矢D見を積極的に受け入れ晟

(開 F部」坤 )

第 4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動

② 学術、文イ臥 芸術又はスポーッの振興を図る活動
131 イ剰は 医療叉は福祉の増進を図る活動

141 まちづくりの推進を図る酒動

⑤ 観光の振興を図る活動

161 農山漁村又は中山間地域の振興を図る洒動

m 環境の保全を図る活動

181 前各号に掲げる活動を行う団体の運営叉は活動に関する連絡、助言又は援助の酒動
(事  業 )

第 5条 この法人は、蜘 目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業

①
`用

彦会を開催し自己研鑽する事業

②地t或の歴史。文化・農業を考察あるいは実践する事業

③権祉ぬ錐 と徹戯艤留製確簿業

,④ 地域コミュニティを維持する事業

⑤地域の環境の保全に関する事業

⑥ l)』或を活性化する企画・開発・運営・情報発信事業

⑦交流人□す庁広 事業

③簡男商泊所・空き家の活用。シェアハウスの運営に関する事業

③災害からの働興にF美]す斜

①地域の降眼化鞭 する事業

第3章 会  員

(種  別 )

第6条 この法人の会員|よ 次の2不重と改 正会員をもって特定非営利活動促進法似下 吟去」としヽう。
&
(1)正会員  この法人の目白創こ賛同して入会した個人及び団体

例 賛助会員 この法人の目白」こ賛同故 事業に賛助するため入会した個人及び団体
(入  会 )

第7条 正会員の入会については、特に鋼牛を定めない。

)上の社員とす
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2正 会員として入会しようとするもの|よ 理事長が別に定める入会申込書により、 理事長に申し込むものと
欧 理事長|よ 正当な理由がなしヽ限り、 入会を認めなければならない。

3王里事長|よ 前項のものの入会を認めないとき|よ 速やズ〕ヽlこ、 理由を付した書面をもって本人にその旨を通
矢Bしたょけれ1誌らなしゝ

(濫― び会費 )

第8条 正会員|よ 総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならなしヽ。

(:善ぎ雲己弾 )

第9条 正会員が次の各号の一に該当するに至つたときは、その資格を喪失す乙

(1)退会届の提出をしたとき。

② 本人が死亡似 又は正会員である団体が消滅したとき。

131 継続して2■文陸鐸棄参綿内したとさ。

い 除名されたと哉

(退  会 )

第 10条  正会員は、 王里事長ズ〕堀Uに定める退会届を理事長に提出して、 任意に退会することができ乙
(除  名 )

第11条 会員ん`ノ欠の各号の一に該当するに至つたときけ、 総会の議決により、 これを除筈することができ& こ
の場合、 その会員に対呟 議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

,   (1)こ の定款等に違反したとき。 ｀

② この法人の名誉を傷つけ、又|よ目的に反する行為をしたと義

(31阻中 )

第 12条 既納の入会金、会費及枷 出金品は、返還しなしヽ。

第4章  役員及び職員

(秘」及― )

第 13条 この法人に次の役員を置く。

(1)王里事 C淋め牡二13人以下

② 監事 1ノ聰魁£人以下

2  理事のうち、1人を理事長、4人程度を副理事長、1人を専務理事とする。

(選任等 )

第 14条 王里事及び監事|よ 総会において選任する。

2  王里事長及び副理事長|よ 理事の互選とする。

3 役員のうちには、 それぞれの役員について、 その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含
ま私  又は当該役員並びにその酉引周者及び3親善以内の親族が役員蝉 分の1を超えて含まれる
ことになってはならなし屯

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職 務 )

第 15条
2

３

４

理事長は、この法人を代表呟 その業務を総理す&
副理事長|よ 理事長を補佐似 理事長に事故あるとき叉は理事長が欠けたとき|よ 理事長があらかじめ

指名し掴随 によって、その職務を代行す乙

理事は、 理事会を構成似 この定歎の定め及び理事会の議決に基づき、 この法人の業務を執行する
監事|よ 次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を蹄杏すること。

② この法人の財産の状況を監査すること。

131 前2号の規定による監査の結果  この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定

款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、 これを総会叉は所轄庁に報告すること。
141 前号の報告をするため嚇要がある場合に|よ 総会を招集すること。
151 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会

の招集を請求すること。
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第 16条
2

4
(ケκどヨミ中貸ラFE)

第 17条

(解 任 )

第 18条

(草囁超跡畔署争)

第 19条
2
3

(職 員 )

第 20条
2

(種 居」)

第 21条
(構 成 )

第 22条
(権 能 )

第 23条

(開 催 )

第 24条
2

(招 集 )

第 25条 総会は、前妙 号の場合を除き、理事長ん`招集す晟

3

役員り壬其月|よ 2年とす乙 ただ呟 再任を,方げない。

前項の規定にかかわらず、 後任の役員ん選任されていなしヽ場合に[艮り、任期の末日後最初の総会が終結

するまでその任期を伸長するものとする。

補欠のため、 又1灘曽員によって就任した役員の任期|よ それぞれの前任者叉は現任者の任期の残存期間

とす乙

役員は、 辞任又は任期満了後におしヽても、 後任者が就任するまで|よ その職務を行わなければならなしヽ。

理事又は監事のうち、その定数の3分の 1を 超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを

補充し声ぶければならない。

役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、 総会の議決により、 これを解任することができる  こ

の場合、 その役員に対似 議決する前に弁明の機会を与えなければならなしゝ

(1)職務の遂行に堪えなしヽ状況にあると認められるとき。

② 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為ア〕あ ったとき。

役員は、その総数の影

"И
以下の範囲内で報跡|を受けることができ&

役員には、その職務を執行するために要した費用を剤賞することができる。

前烈買にF美]し隊要な事項|よ 総会の議決を経て、理事長ズ〕境」に定める。

この法人に、事務局長その他の職員を置く。

職員は、理事長ア〕Ч王免する。

第5章  総   会

この法人の総会は、通常総会及蜘 訴鯰 婢 とする。

総会は、正会員をもって構成すれ

総会は、以下の事項について議決する。

い)定款の変更

② 解散

131 a井

141 事業計画及び汚動ラ算並びにその変更

⑤ 事業報告及び活動決算

⑥ 役員の選任叉1剖剛玉 職務及び報酬

m 入会金及び会費の額

0 借入金lその報 内の1始をもつて償還する短期昔入金を除く。薪 において同悦

新たな義務の負担及び権利の放棄

191 事務局の組織及び運営

佃Olその他運営に関する重要事項

)その他

通常総会は、毎年1回開催する。

臨時総会|よ 次の各号の一に該当する場合に開催する。

何)理事会がИ要と認め招集の請求をしたと&
② 正会員総数の動ヽ明以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があつたと

き。

131 第lS為彩呼琴勢号の規定により、監事から招集があったとき。
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2 理事長は、 前条第2頂第 1号及び第2号の規定による請求があつたとき|よ その日から30日以内に臨
時総会を招集し声ぶければならなしヽ。

3  総会を招集するとき|よ 会議の日時、 場所、 目的及び蓄議事項を記載した書面をもって、少なくとも5
日前までに通矢0しなければならなしゝ

(議 長 )

第26条
(醜 )

第27条
(議 決 )

第28条
2

(:言電蕩々い増ご望争)

第 29条
2

3

4
(翻 )

第 30条

2
3

(構 成 )

第 3¶ 条

(権 能 )

第 32条

(開 催 )

第 33条

総会の議長|よ る∩総会において、 出席した正会員の中から選出す乙

3

総会|よ 正会員総数の2分の1以上の出席がなけれlよf芥8会することができない。

総会における議決事項は、 第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とす且

総会の議事は、 この定款に規定するもののほか、 出席し証 会員の過半数をもって決似 口」台同独のと

き|よ 議長の決するところによ&
理事又は下動 の目的である事項について提案した場合におしヽて、正会員の全員が書面により同意
の意思表示をしたとき|よ 当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

各下余員の表決権|よ 平等なるものとする。

やむを得ない理由のため総会に出席できなしヽ正会員|よ あらかじめ通知された事項について書面をもっ

て表決畝 又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる

前項の規定により表決した正会員は、前2氣 次条第 1項及び第51条の適用につしヽて|よ 総会に出
席したものとみなす。

総会0議決について、特届」の利害関係を有する正会員は、 その議事の議決に加わることができなしヽ。

総会の議票について|よ 次の事項を記載した議事録をl乍成し声ょければならなしゝ

伽)日 8寺及び場所

② 正会員総数及び出席者数催面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付言Eすること。
131 監 線                                  下

141 議事の経過の概要及び議決の結果

151 議事f遇名人の選任に関する事項

議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名し声ょければならない。
前2項の規定にかかわらす、正会員全員が書面により同意の意思を表示したことにより、総会の決議があ
つたものとみなされた場合において|ょ 次の事項を記載した議事録を作成し声なければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容

② 前号の事項の提案をした者の氏名又|よ名称

131 総会の決議があつたものとみなされた日

141 議事録の作成に係る職務を行う者の氏名

第6章  理 事 会

理事会は、理事をもって構成する

理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会|ヨ琥義すべき事項

② 総会の議決した事項の執行に関する事項

131 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が跡要と認めたときЬ

② 理事総数鶴 分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があつたとき。
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(招 集 )

第 34条
2

3

(議 長 )

第 35条
(議 決 )

第 36条
2

(3弓〉Rい増目翌争)

第 37条
2

3
4

(翻 )

第 38条

2

131 第lS薄繕鶴署巧号の規定により、監事から招簾の請求があったとき。

理事会|よ 理事長ぬ(招集する。

理事長は、前鞄 号及的 定による請求があったときは、その日から¶4日以内に理事会を招集
しなければならなしヽ。

理事会を招集するとき|よ 会議の日B歌 場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5
日前までに通知しなければならなしヽ。

理事会の議長|よ 理事長がこれに当た金

理事会における議決事項は、        規定によってあらかじめ通知した事項とする。
理事会の議事|よ 理事総数の過半数をもうて決峡 口」台同数のとき|よ 議長の決するところによ&

各理事の表決権|よ 平等なるものとす乙

やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事|よ あらかじめ通矢Bされた事項につしヽて書面をもって
表決することができる。

前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用についてlよ、理事会に出席したものとみなす。
理事会の議決について、特別の利害F美引系を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し声ぶけれ1撫らなしヽ。
側)日時及び場所

② 理事総数、出席者数及び出席者氏筈飾 表決者にあっては、その旨を付記すること。)

131 蕎 期

141 議事の経過の概要及び議決の結果

151 議事録署名人の選任に関する事項

議事録に1表 議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第7章  資産及び会計
(資産― )

第 39条 この法人の資産|よ 次の各号に掲|するものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産

② 入会金及び会費

131罰電温

141 財産から生じる収益

151 事業|ヨ半う収否

161その他の収益

(韮呻 )

第40条 この法人の資産|よ ヰ款J罐銘」活動|ヨ系る事業に関する資産のみする。
(攀 )

第41条 この法人の資産lよ、理事長が管理呟 その方法は、総会の議決を経て、理事長ア〕粥Uに定め&
(柳 」)

第42条 この法人の食謝よ )差能7条各号に掲げЭ国訓こ従って行うものとする。
(攀 )

第43条 この法人の会謝よ、特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。
(事業計画及びラ算 )

第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動ラ算|よ 理事長んЧ乍成故 総会の議決を経なけれ1誌らなしヽ。
(暫定ラ算 )

第45条 前条の規定にかかわらす(やむを得ない理由により予算が成立し声ぶし、ときは、理事長|よ 理事会の議決
を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
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2 前頂の収益費用|よ 新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(J舅障吉語霊

`E渇

悪も竜ヨ心監軸 )

第46条 ラ算超過又は予算外の支出に充てるため(予算中に予備費を設けることができ&
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならなし屹

(予期 口及― )                                    
・

第47条 ラ算議決後にやむを得なしヽ事由が生したとき|よ 総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすること
ができる。

(事業報告及び決算 )

第 48条 この法人の事業報告書、 活動計算書、 貸借対照表及び財産目録等の決算に関する豊類|よ 毎事業年度終
了後 速やかに、理事長ん`l乍成呟 監事の監査を受け、総会の議決を経なければならなしヽ。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(― 度)

第 49条 この法人の事業年度は、毎年4月 1日 に始まり翌年3月 31日 に終わる。
(峰 )

第 50条 予算をもって定めるもののほか、借入翁囲音入れその他新たな義務の負担を呟 又lよ絲 」の放棄をしよ
うとするときは、総会の議決を経なければならない。

第3章 定款の象 解散及G合併
(難 )

第 51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の鯉 の多枚
による議決絋  かつ、 法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければ
ならなしヽ。

(解 散 )

第 52条 この法人は、次に掲げる事由により解散す&
佃)総会の決議

② 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
131 正会員の欠亡

141a井
⑤

`皮

産

161 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由よりこの法人が解散するとき|よ 正会員        の承諸を得なければならなしヽ。3 第1嘘 号の事由により解散するとき|よ 所轄庁の認定を得なければならない。

(;B岳拓R娠能:効 )

第 53条 この法人が解散餅 又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条鉾8頃に掲げる
者のうち、輪島市に譲渡するものとする

(合 併 )

第 54条 この法人が合併しようとするときは、総会におしヽて正会員総数餌 のα』刈Lの議決を経、かつ、所轄庁
の認証を得なければならなしヽ。

第9章  公告の内法
(勒 )

第 55条 この法人の公告|よ この法人の主たる事務所の掲示場に掲示する。ただ呟 勒 び②については官報
に掲載して行う。

① 解散した場合に清算人が債権者に対して行う公告 (法 31の 1(笑)
② 清算人が清算法人につしヽて破産手続開始の申立を行つた旨の公告 (法 31の1家の

第 10章  雑  則
(細 貝U)

第 56条
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このに歌の施行につしヽて嚇要な細則|よ 理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。



附  則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行す乙

2 この法人の設立当初の役員|よ 次に掲げる者とす乙

理事長  コ崎英純

副理葺議三  新出憂希十

副理事長  松原洋

副理事長  日向1隠
冨よ騨到謝領弱彊寧 川島信一

理事   梶原秀了

同    赤崎正行

同    丼池光夫

同    本谷年子

同     柴野 日出太

同    林良―

同    腰前 宇三郎  ヽ

静    瀧 饂

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第1囀 1頂の規定にかかわらす(成立の日から1(渕藍月30日まで
とす且

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算|よ 抑 にかかわら次 設立総会の定めるところによ
るものとす&

5 この法人の設立当初の事業年度|よ 抑 にかかわらす、成立の日から1(朔閣月31日までとす晟
6 この法人の設立当初の入会金及ぴ会費|よ 第晟煮瘍動こにかかわらすt次に掲げる額とす乙       1

伽)入会金 lQ OOO円
② 年会費  a OOO円    

｀                        '
7 新定款適用は、石ll陪隅詣砺蕊正日からとす&
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